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このたびの東日本大震災により被災した方々に、
心よりお見舞い申し上げます。
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　現在深刻な問題である環境問題、エネル
ギー問題、地球温暖化問題―。温泉観光地
を有する我が町の場合、旅館から出る残菜の
量は町全体から排出される生ゴミのおよそ２
割を占めており、廃油と合わせてゴミの削減
が大きな課題となっていました。
　そこで鳥取県三朝町は、環境と共生する町
づくりのモデル事業として温泉旅館から排出
される『生ゴミ』と『廃食用油』をリサイク
ルするプラント、「三朝温泉循環型プラント」
建設に着手。生ゴミが有機肥料に、廃食用油
がバイオディーゼル燃料（BDF＝Bio Diesel 
Fuel）に生まれかわるプラントが平成20年３
月に完成し、その管理運営業務を我が三朝温
泉観光協会が主体となって、同年４月よりス
タートしました。
　特に数年前から続くガソリンや灯油の価格
の高騰もあり、BDFに寄せられる期待は高
いものでした。

　できた燃料の価格は1リットル100円。軽油
より安価に設定しました。しかし、ディーゼ
ル車のエンジンの型式によってはBDFが適
合せずエンジンに不具合が生じるため、BDF
を使用できる車が限られてしまうという問題
もありました。そこで、いろいろと調査をし
た結果、一番適合していたのが、駅からのシャ
トルバス（当初試験運行）、各旅館の送迎マ
イクロバスのほか、業者のフォークリフト、
観光協会の生ゴミ収集車でした。
　現在、旅館、事業所、町調理センターなど
37か所から収集される廃食油は、月平均1,500
リットル。うち、BDFに精製できる量は1,300
リットル。この量で需要と供給のバランスが
ほぼ保たれています。
　地産地消のリサイクル活動として、地球（地
域）の環境を守る取り組みになっているので
す。まさに、「環境と共生する町・循環型町
づくり」の第一歩と言えるでしょう。
　しかし、軌道にのり始めたと思ったこの
BDFですが、不況による観光客の減少、EV

（電気自動車）の普及もあり、利用が思った
以上に進んでいないのが現状です。
　今後、我が観光協会としては、より品質の
良いBDFを作るため、同じような取り組み
をしている団体と横のつながりを持ち、情報
の共有、連携を目指しています。
　皆さん、身近な生活の中で「バイオマス」
を意識し環境問題を考えながら生活してみま
せんか。
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　盆地に位置する山形市は、夏の暑さが厳しい。
昭和８年に日本最高気温40.8℃を記録。平成19
年に熊谷市と多治見市が40.9℃で記録を塗り替
えるまで、日本一の座にあった。この山形の暑
い夏を気持ちよく過ごしてほしいと考え出され
たのが『冷やしシャンプー』だ。現在、県内約
400店で実施され、夏の定番メニューになって
いる。その生みの親「メンズ・ヘアリズム」の
オーナー・大沼幸市さんにお話を伺った。

　大沼さんは東京の理容専門学校を卒業後、東
京で10年間修業して山形に戻り、すぐに「メン
ズ・ヘアリズム」を開店。祖父の代から続く理
容店の長男だが、東京で学んだことを生かした
いと、平成７年に独立して自分の店を持った。
新しい感覚の理容店をめざし、当初からさまざ
まな試みを行っていた。その中から生まれたの
が『冷やしシャンプー』だ。　　　　　
　「理容店には “季節限定” といったサービス
がなかった。しかも、シャンプーはお湯で流し、
仕上げにドライヤーと、夏でも暑いメニューば
かり。それで、少しでも “涼” を提供したいと、
メントール系のシャンプーを冷蔵庫に入れて冷
やして使ってみたら、“スッとして気持ちいい”
とお客様の評判がよかった」と大沼さん。当時
は「クールシャンプー」と称し、自分の店だけ
で夏場にサービスしていた。
　数年後、大沼さんは、夏を感じる「冷やし中
華」から『冷やしシャンプー』という言葉を思
いつく。さっそく大きな水色の紙に「冷やしシャ
ンプーはじめました」と書き、店の前に貼った
ところ、地元メディアの目に留まり話題に。こ
れを機に、山形県理容生活衛生同業組合（以下

「組合」と表記）の講師会をはじめ多くの理容
師が賛同し、組合も講習会を催すなどバック
アップして、『冷やしシャンプー』は一気に山

形の理容店に広まった。
　そこで、大沼さんら組合の講師会の有志で山
形県冷やしシャンプー推進協議会（以下「協議
会」と表記）を発足。山形の『冷やしシャンプー』
を「メントール系のシャンプーを冷蔵庫や氷で
冷やして使うこと」と定義し、期間は６月18日
から９月18日までとした。店頭に飾る青い幟は
統一しているが、この規定以外、冷やし方は自
由で、金魚鉢や徳利を使ったり、店ごとにさま
ざまな工夫や演出を施している。
　こうして『冷やしシャンプー』が山形の夏の
定番になるにつれ、シャンプーだけのお客様も
増えた。お客様が自身のブログに「おもしろい」
と書いた感想を読んで新規客が訪れたり、観光

元祖「冷やしシャンプー」
お 店 探 訪

▲１階が「メンズ・ヘ
アリズム」。期間中、店
前には「冷やしシャン
プー」の幟が立つ

「冷やしシャンプー」
の生みの親・大沼幸
市さん

▲
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に来たついでに体験したいと来店する県外客も
夏場の理容店に、活気をもたらしている。
　シャンプーの商品化という、思いがけない展
開もあった。最初は協議会のメンバーも既成の
ものを使用していたが、より『冷やしシャン
プー』に適したものをと調合を考え、試行錯誤
を重ねてオリジナルのシャンプーを作った。世
界で初めて「冷やす」ことを前提に調合したシャ
ンプーで、冷やすとメントールの爽快感との相
乗効果が上がる。肌への刺激が強すぎないよう
に、安全性も考慮した。このシャンプーを「家
でも使いたい」というお客様の声に応え、家庭
用に商品化し、販売を始めた。
　すると、常連客が「これは山形のお土産にな
る」とパーキングエリアの店に置いてくれたり、
県の観光協会からも引き合いが来た。山形市内
の山形国際ホテルでは、独自にミニボトルを作

り、理容店と期間を合わせて、客室の冷蔵庫に
入れプレゼントしている。　　　　　　　
　話題になった映画「おくりびと」の脚本家・
小山薫堂氏も『冷やしシャンプー』の評判を聞
き、発祥店の「メンズ・ヘアリズム」を訪れた。
実際に体験し、そのアイディアと爽快感に感動
して、大沼さんを「ひやしびと」と命名。以来、
山形県で夏に『冷やしシャンプー』をする理容
師を「ひやしびと」と呼んでいる。
　また、２年前には、山形市にかわって暑さ日
本一になった熊谷市の理容師会と協議会が友好
姉妹団体の盟約を結んだ。そして協議会のス
タッフが『冷やしシャンプー』を伝授した。他
県からのオファーも多く、山形から24都府県に
広まっている。全国理容生活衛生同業組合連合
会でも、山形の『冷やしシャンプー』をもとに

「冷シャンプー」を提案しており、今年は節電
との関連で、例年以上にクールビズ・ヘアとあ
わせて普及を図り、お客様にアピールすること
にしているという。
　理容業界だけでなく、地域の活性化にも一役
買っている山形発祥の『冷やしシャンプー』。
大沼さんは「お客様が広めてくれ、“ご当地シャ
ンプー”に育ててくれた。夏の風物詩になって、
お客様に愛され喜ばれるのが一番」と語る。も
うすぐ夏、多くの人が『冷やしシャンプー』を
心待ちにしているに違いない。

理容室「メンズ・ヘアリズム」
住所：山形県山形市上町１－８－ 17　　代表者：大沼幸市さん　　電話：023・644・7731

▲ミニ幟と家庭用に商品化したシャン
プー・トリートメント。手前はホテ
ルが独自に作ったミニボトル

▲大沼さんは「冷やしシャンプー」
をワインクーラーで冷やして使っ
ている

▲

爽快感を保つため、シャンプー
はぬるま湯で流す

▲大沼さんの名刺。脚本家・小山
薫堂氏が「ひやしびと」と命名
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センターにゅうす

東日本大震災による被災事業者等の復興支援に関する生衛業界の要望
　３月11日に発生した東日本大震災は、被災地の生衛業の方々のみならず間接的に全国の生衛
業者にも大きな被害を及ぼしていますが、生衛業関係16業種の全国団体で構成する㈳全国生活
衛生同業組合中央会（理事長 濱田康喜氏）では、この震災により被災した生衛業者の早期復興と、
風評被害、計画停電、イベント・旅行等の自粛により売上が激減している全国の生衛業者の救
済を図るために融資対策をはじめ20項目の業界要望を取りまとめ、４月中旬に厚生労働大臣、
与野党の関係国会議員に要望書（東日本大震災による被災事業者等の復興支援に関する要望書）
を提出しました。この要望書に記載されている要望事項は以下のとおりです。

【融資対策】
１　被災地の生衛業者の早期復興を支援するため、

日本政策金融公庫融資について、以下の特別措置
等を講じてください。
⑴既往貸付については、営業者からの申し出によ

ることなく、震災発生時点に遡って、その返
済を猶予するとともに金利を免除する措置

⑵未曾有の災害であることに鑑みて、現行の災害
貸付等の貸付条件を大幅に改善した復興支援
緊急融資制度（運転・設備資金、無担保・無
保証人・無利子、貸付限度額６千万円程度、
返済猶予期間５年程度、貸付期間20年程度）
の創設

⑶セーフティネット貸付の平成24年度末までの延
長及び貸付限度額の拡大、並びに信用保証協
会による保証の利用限度額の倍増（現行２億
８千万円→５億６千万円）

２　福島原発事故による風評被害、計画停電、イベ
ント・旅行等の自粛により売上が激減している生
衛業者に対して、以下の特別措置等を講じてくだ
さい。
⑴既往貸付についての金利免除及び一定期間の返

済猶予と貸付期間の延長
⑵無担保・無保証人で、一定期間は無利子とする

設備資金・運転資金貸付の創設
３　日本政策金融公庫が平成23年度中に導入を予定

している保全別金利については、業界に慎重論が
多いこと、また当面、震災への対応が急がれるこ
となどから、その導入を見送ってください。

【業務用燃料の確保】
４　病院寝具等のクリーニングを行っているクリー

ニング施設に対しては、業務用の燃料（重油、ガ
ソリン等）を優先的に供給してください。

５　被災地域の住民の公衆衛生を確保するため、公
衆浴場に対しては、業務用の燃料を優先的に供給
してください。

【税制・雇用・休業補償】
６　被災営業者については、税制上の優遇措置を講

じてください。
７　隣県の旅館・ホテルへの被災者の受入れについ

ては、国で支援措置を講じてください。

８　被災旅館・ホテルの従業員を他地区で緊急雇用
する場合には、国として支援措置を講じてください。

９　宿泊客が激減している旅館・ホテルの従業員の
雇用確保を迅速に行うため、煩雑な雇用調整助成
金の申請書類を簡素化してください。

10　原発事故による避難営業者に対しては、国によ
る休業補償を実施してください。

【電力対策】
11　計画停電の実施方法等を早期に改善してください。

　パート労働者の比率が高いクリーニング業界
や、鮮魚、肉、野菜など生の食材の衛生管理
が必要な飲食店等の業界にとって、営業時間
の制限は事業継続の可否に関わるものである。

12　今夏の電力対策については、計画停電ではなく、
他の方法を検討してください。

【原発による風評被害等対策】
13　原発周辺地域における衣類のクリーニングの取

扱いについて、国は明確な基準を示してください。
14　原発問題は、農水産物を扱う飲食店等の業界に

は事業継続の可否にも関わるものであるので、早
期収束を図ってください。

15　放射能汚染により出荷制限が行われている農作
物（ほうれんそう等）の市場における安定供給と
価格の抑制を図ってください。

16　原発事故の関係では、楽観的な表現でなく可能
性を列挙し、風評被害が起きないような明確な指
示と情報を発信してください。

【その他】
17　自粛ムードによる宴会・宿泊等のキャンセルで、

飲食店、旅館等の売上は全国的に激減しており、
今後の被災地の復興支援活動にも影響することか
ら国として国民に対する自粛軽減の広報措置等、
自粛ムードを一掃する対策を講じてください。

18　通常の火災保険では地震による火災が担保され
ないので、大震災による火災については国として
対応してくだい。

19　損壊家財整理のための被災地、原発避難地域へ
の被災者の早期の帰宅と事業再開計画を策定して
ください。

20　被災地の公衆衛生の確保と営業再開のため、ラ
イフラインの早急な復旧を図ってください。

( )
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♣女将たちがおもてなし宣言

　大震災に
よ る 自 粛
ムードが広
が る な か、
青森県旅館
ホテル生活

衛生同業組合（中村嘉宏理事長、283会員）
の女将たちが４月22日、青森市の「ねぶた
の家　ワ・ラッセ」で記者会見し、同月23
日～７月22日に開催されるJRグループなど
の大型観光企画「青森デスティネーション
キャンペーン（DC）」を前に、旅の力で東北

復興を目指すおも
てなし宣言を発表
した＝写真＝。
　女将たちは「地
場産品の利活用に
率先して努力します」「安心と安全をお届け
します」など５項目の宣言文を読み上げた。
　同組合によると、昨年12月に東北新幹線
が新青森駅まで延伸し、宿泊数は冬場も順調
に推移したが、東日本大震災後、５月の大型
連休中の宿泊予約は、さくらまつりがある弘
前市で通常満室になるが、今年は７～８割に
とどまる。県内全体では２～３割と低迷して
いるという。

せいえい
掲 示 板
せいえい
掲 示 板

★「宿ネット」イメージキャラクター決まる

　全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
（全旅連）は旅館・ホテル組合サイト「宿ネッ
ト」のイメージキャラクターを募集していた
が、このほど応募作品359点の中から最優秀
賞を決定した。
　最優秀に選ばれたのは「ココよちゃん」＝

イラスト＝で、宿の形を顔
と頭にし、浴衣と羽織を着
てキャリーバッグを携行し
ながら、「あなたと一緒に
宿探し、その宿あるよ、知っ
ているよ！あそこに、ここにLet's Go ！」
と宿を指さし「ココよ」と教えています。
　ＵＲＬ：http://www.yadonet.ne.jp/

♠「ほくりく外食産業展」開催

　北陸最大級の飲食店業界の見本市「第29
回ほくりく外食産業展」が４月13、14の両
日、金沢市袋畠町の県産業展示館１号館で開
かれ＝写真＝で、２日間で計約１万6,000人
が訪れた。
　石川県飲食業生活衛生同業組合（北川實理
事長）と同組合指定業者会「飲和会」の共催
で、全国から業務用調理器販売会社や小売店、
飲食店など約90店がブースを出店。会場に
は業界関係者以外の一般客にも楽しんでもら
おうと、バナナのたたき売りや、そば打ち体
験、わんこそばの早食い競争、「飲和会」に

よ る オ ー ク
ションなどの
イベントコー
ナーも設けら
れ、来場者は
各ブースで商
談を行ったり、「能登丼」、「くりからそば」
などの料理を味わったりしていた。
　北陸の飲食店関係者のあいだでは、平成
26年度に予定されている北陸新幹線金沢延
伸への期待も高まっている。北川理事長は

「北陸新幹線開通のチャンスを逃さないよう、
今から組合員が連携して準備を進めていきた
い」と話している。
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生活衛生関係営業の振興に関する検討会第２次報告書＜概要＞

　平成23年３月に、「生活衛生関係営業の振興
に関する検討会」を開催し、生活衛生関係営業
対策事業費補助金（以下、「補助金」という。）
が的確に選定、実施、評価されるよう、審査・
評価会の在り方や事業評価の実施方策等につい
て検討を行い、平成23年４月22日に、第２次報
告書がとりまとめられましたので、報告書の概
要を紹介いたします。

審査・評価の基本的考え方
１．審査・評価の基本的方向性

審査・評価の適切かつ効果的な実施
２．対象範囲

補助金により全国生活衛生営業指導セン
ターが行う事業
補助金により都道府県生活衛生営業指導セ
ンターが行う事業
補助金により全国生活衛生同業組合連合会
及び各生活衛生同業組合が行う事業

３．審査・評価会の役割と責務
公正かつ透明で、厳正な審査・評価を実施

審査・評価の実施等について
１．審査・評価方法

全ての事業について、審査・評価の対象
審査・評価は基本的に書面により実施
５段階程度の評価段階を設定

２．審査・評価の観点
事業の目的、内容、性格に応じて柔軟に実施
短期間での効果測定が難しい事業について
は、結果に至る途中のプロセスについて評価

３．審査・評価における客観性の確保
事業の性質に応じて、数値等による定量的な
目標、定性的な目標を明らかにした事業の採択

４．審査・評価に伴う過重な負担の回避
事業実施者が審査・評価に伴う作業負担が過
重にならないよう、工夫や配慮が求められる

補助金の採択方針について
１．採択方針の基本的考え方

衛生水準の向上や社会的責任の遂行など補助
金の目的に資するよう、採択方針をとりまとめ
都道府県センターが実施する相談指導につい
ては、標準的な様式（フォーマット）を提示

２．成果指標、活動指標を明確にした事業の実
施［効果測定が可能な事業の実施］

３．関係営業の課題に即応した事業の実施［戦
略性の強化］
関係営業の課題を明確に示し、それに対応す
る形で応募された事業を採択する方式(先進
的モデル事業(特別課題))も採用

４．組合等の役割・魅力の明確化［組合活動の
活性化］
補助金の内容に、組合員を対象とした税制・
融資を促進する事業を盛り込むことで、組合
への加入促進、組合未設置県の結成促進等を
図る

５．東日本大震災被災地において生活衛生関係
営業による地域の再生に資する事業
東日本大震災により、甚大な被害が発生
このため、地域で身近なサービスを提供する
生衛業が、地域の再生に資する事業を積極的
に行うことが期待される。

６．おわりに
　本報告書を契機として、公衆衛生の確保、生
衛業の適切な振興について国民への説明が十分
に行われる補助金として改革されるよう、適切
に運用され、また、不断の改革が行われること
を期待する。

（参考）
（生活衛生関係営業の振興に関する検討会第２
次報告書）
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985 
2000001a0ah.html

厚生労働省から
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はじめに
　これまでの生活衛生振興助成費等補助金及び
生活衛生営業指導費補助金（以下「旧補助金」
という。）については、平成22年度に開催され
た行政刷新会議等において、効果測定が不十分
であり、国、自治体、団体等の役割分担が不明
確であることが指摘されました。この結果を踏
まえ、財団法人全国生活衛生営業指導センター

（以下「全国指導センター」という。）について
は、シンクタンク機能・情報提供機能への重点
化、都道府県生活衛生営業指導センター（以下

「都道府県指導センター」という。）については、
営業者に対する相談指導、消費者保護への重点
化、全国生活衛生同業組合連合会及び生活衛生
同業組合（以下「連合会及び生衛組合」という。）
については、自主的取組の推進、地域の福祉社
会への貢献と機能分担を明確化するなど、事業
内容をさらに見直し、7.2億円（平成22年度9.0
億円）を確保しました。こうして、平成23年度
より旧補助金は「生活衛生関係営業対策事業費
補助金」として新たに生まれ変わりました。
補助金の目的
　生活衛生関係営業の経営の健全化、衛生水準
の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護
を図り、もって安心・快適な生活環境づくりを
衛生的観点から推進することを目的としています。
補助の対象となる事業
　生活衛生関係営業対策事業実施計画書が提出
された事業のうち、外部有識者により構成され
る生活衛生関係対策事業費補助金審査・評価会
による審査を踏まえ、厚生労働省が採択したも
のに対して補助することとなっています。
補助対象事業の実施主体
◇生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律（昭和32年法律第164号）（以下「生
衛法」という。）に基づき指定が行われた、

都道府県指導センター、生衛法に基づき組織
された、連合会及び生衛組合、生衛法に基づ
き指定された、全国指導センター

実施する事業
◇都道府県指導センターが行う事業で都道府県

が補助する事業（相談指導事業、分野調整等
協議会等事業、情報化整備事業、後継者育成
支援事業、健康・福祉対策推進事業、消費者
コールセンター事業）

◇全国指導センターが行う事業（指導・研修事
業、消費者対応事業、情報ネットワーク事業、
経営安定化事業、衛生水準確保・振興調査研
究事業）

◇連合会及び生衛組合が行う事業（各団体提案
型事業、先進的モデル事業（特別課題））

補助率
◇都道府県指導センターが行う事業で都道府県

が補助する事業については、予算の範囲内で
1/2を補助します。（ただし、人件費について
は、相談指導事業の事業評価を踏まえ、20％
の範囲内で削減する場合があります。）

◇全国指導センターが行う事業、連合会及び生
衛組合が行う事業については、予算の範囲内
で定額を補助します。（対象経費の10/10相当）

事業実施者の役割と責務
　事業実施者は、補助事業を行うに際し、公衆
衛生の向上及び増進、経営の健全化、国民生活
の安定に寄与すること、事業の成果を挙げるこ
と、事業の成果が最終的には国民・社会に還元
されるよう図ること、あるいは成果が出ない場
合には、評価を通じて課される説明責任や結果
責任を重く受け止めること等、その役割を十分
に自覚し、事業の成果や意義を分かりやすく整
理し、広く国民に周知し、理解を得るよう努め
ることが求められています。

新たな生活衛生関係営業対策事業費補助金について
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日本政策金融公庫（国民生活事業）から

１　特別相談窓口の設置及び電話相談の実施
　３月11日付で、全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓口」を設置し、融資相談及び返済
相談に対応しています。また、事業資金相談ダイヤルによる電話相談も行っています。

　＜事業資金相談ダイヤル＞　平日９時～ 19時　TEL 0120－154－505
２　震災関連の融資制度（生活衛生同業組合の組合員の皆さま向けの融資制度の概要）

　平成23年度第１次補正予算の成立を受け、生活衛生関係営業を営む皆さま向けの融資制度「東日本
大震災復興特別貸付」を創設しました。本融資制度は、東日本大震災の発生を受けて創設された貸付
制度であり、既存の複数の融資制度を一本化し、融資限度額や金利引下げ措置等を大幅に拡充したも
のです。

　３月11日に発生した東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
　日本政策金融公庫は、今回の地震で被災された皆さまの返済相談、融資相談に政府系金融機関と
して円滑、迅速かつきめ細かな対応を行っていきます。

東日本大震災により被災された皆さまへの支援態勢について

「東日本大震災復興特別貸付」のポイント

１．制度概要
既存の震災対応融資制度を大幅に拡充。

２．主な拡充内容
＜上乗せの拡大＞
直接被害及び間接被害を受けた方の融資限度額（上乗せ）を倍増（3,000万円→6,000万円）
※ご利用には市町村等が発行する罹災証明等が必要です。

＜金利の引下げ＞
適用金利の大幅な引下げ（直接被害者は貸付後３年間▲0.9％→▲1.4％引下げ。間接被害者は貸付後
３年間▲0.9％→最大▲1.4％引下げ。）
※3,000万円の範囲内の適用となります。

「東日本大震災復興特別貸付」の概要

利用対象者 融資限度額 融資期間（据置期間） 融資利率
・震災により直接被害を受けた方
・原発事故に係る警戒区域等（注１）内に
  事業所を有する方

6,000万円
（上乗せ）

設備資金
20年以内

（５年以内）

基準利率より0.5％引下げ
融資後３年間は、3,000万円まで
基準利率より、1.4％引下げ

間接被害を受けた方
（上記対象者の方と一定以上の取引がある方）

設備資金
15年以内

（３年以内）

基準利率より最大0.5％引下げ
（注２）
融資後３年間は、3,000万円まで
基準利率より最大1.4％引下げ

（注２）

その他震災の影響により、売上等が減少
している方など（風評被害等による影響
を含む）

5,700万円
運転資金
８年以内

（３年以内）
基準利率より最大0.5％引下げ

（注２）

（注 1）警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域。
（注 2）売上高等の減少で 0.3％引下げ、雇用の維持・拡大を要件に 0.2％引下げ。



生衛ジャーナル　2011/5　9

平成23年度「生活衛生貸付」制度改正の概要について
　今年度も、皆さまのよりよきパートナーを目指して、生活衛生貸付制度の拡充を図りました
ので、主な改正点についてご紹介します。

振興事業貸付の改善等

「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書」を策定している生活衛生関係営業者に係る新たな
利率低減措置（振興事業促進支援融資制度）が創設されました

■貸付対象者
事業計画書を策定し、振興計画認定組合から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計
画の確認を受けた方

■利率の引下げ内容
▼設備資金をご利用の場合、「特別利率Ｃ」が｢特別利率Ｃ－0.15％ ｣に引下げられます（ただし、振興

特利設備に限られます）。
▼運転資金をご利用の場合、「基準利率」が｢基準利率－0.15％ ｣に引下げられます。さらに、標準営業

約款登録営業者にかかる運転資金については、「特別利率Ａ」が「特別利率Ａ－0.15％」に引下げら
れます。

●上記の振興事業促進支援融資制度の導入に伴って、経済対策の一環で導入されていた事業計画策
定者に係る振興事業利率（設備：特別利率Ｄ，運転：特別利率Ａ又はＢ）は廃止されました。

●一定の会計書類とは
　◆青色申告を行っている方…… 税務署の収受印がある青色申告書
　◆白色申告を行っている方…… 白色申告書。必要に応じて経営状況が確認できる帳簿類。
　◆決算（申告）実績のない方… 経営実績に基づき作成された創業計画書等の経営実績の分かる
　　　　　　　　　　　　　　　 もの。必要に応じて経営状況が確認できる帳簿類。
　◆開業予定の方………………… 創業計画書

生活衛生改善貸付（衛経）の改善等

貸付条件の特例措置が平成24年３月末まで
延長されました

■貸付限度額
　1,000万円 ⇒1,500万円
■貸付期間（据置期間）
　設備資金：７年以内（６ヵ月以内）⇒ 10年以内（２年以内）
　運転資金：５年以内（６ヵ月以内）⇒ ７年以内（１年以内）

生活衛生セーフティネット貸付の改善等

貸付条件の拡充措置が平成23年９月末まで延長さ
れました

<拡充内容の主なポイント>
■貸付期間（据置期間）

７年以内（２年以内）⇒８年以内（３年以内）

■「経営環境変化資金」の貸付限度額
「振興事業貸付の運転資金と合わせて5,700万円」
⇒「振興事業貸付の運転資金とは別に5,700万円」

■「金融環境変化資金」の貸付限度額
　別枠3,000万円　⇒　別枠4,000万円

各特別利率の水準
　◇ 特別利率Ａ＝基準利率－0.4％
　◇ 特別利率Ｂ＝基準利率－0.65％
　◇ 特別利率Ｃ＝基準利率－0.9％
　◇ 特別利率Ｅ＝基準利率－1.4％
　◇ 特別利率Ｆ＝基準利率－0.3％ 

融資制度の詳細は、日本政策金融公庫の各支店（国民生活事業）またはこくきんビジネスサポートプラザにお問い合わせください。
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はじめに
　2011年３月11日に発生した「東日本大震災」
は、地震、津波の恐ろしさに加えて、原子力発
電所の事故という私達がこれまで経験したこと
のない大惨事をも引き起こしました。被害にあ
われた方々にお見舞いを申し上げるとともに、
被災された方の力になれることは何か、日本人
としてこのような事態にどのように対処して
いったらよいのかなどなど、１人１人が自分た
ちのこととして真剣に考え行動を起こした２ヵ
月でした。
　一方で、被災者への悪質商法の勧誘や、震災
という事態を悪用して義捐金詐欺をしようとす
る人々がいるのは残念なことです。これまでの
阪神大震災、新潟地震などの折にも震災に関連
した便乗商法や詐欺商法による被害が発生して
います。
　当協会では阪神大震災の時は「兵庫県南部地
震関連生活問題110番」、新潟地震の時は「新潟
県中越地震生活問題電話相談」として緊急相談
窓口を設けて、倒壊した家の保険のこと賃貸住
宅契約のこと、潰れた家電製品の修理は可能か
といった様々な相談にのりました。阪神大震災
の時は事業者の災害時の対応が十分整っておら
ず、相談窓口が混乱しましたが、不幸なことで
はありますが、その後に災害などが起きるたび
に、行政はもちろん保険業界、家電業界など事
業者として必要に応じて現地に相談窓口を設
置、Ｑ＆Ａなど事態に応じたマニュアルも作成
し、適切な相談業務等が行われるようになり、

「被災者生活再建支援法」など法的にもそれな
りに整備されてきました。しかし、今回のよう
な原子力発電所の事故による被害の対応は、こ
れまでに想定したものとは異なる新たな対応が
求められているのは周知の事実です。

１．様々な相談内容
　国民生活センターでは「震災に関する悪質商
法110番」を実施しています。震災直後は「ガ
ソリンがない」、「水がない」といった品不足に
関する相談が多かったようですが、最近は「放
射性物質の除去に役立つという食品の効果は本
当にあるのか」、「流された賃貸住宅の契約はど
うなるのか」など多様な内容に変化しつつある
と国民生活センターは報じています。
　当協会の週末相談にも震災関連の相談が寄せ
られています。震災関連悪質商法には以下のよ
うに被災者が直接被害にあっているものと、震
災という惨事に便乗して被災者以外の人を巻き
込んで被害を発生させているケースなどがあり
ます。

⑴被災者がターゲットにされる悪質商法
＜事例①＞屋根瓦が割れている。このままだと
雨漏りがして家が壊れるので、早いうちに工事
をしておいた方がよい。瓦が古いので全部葺き
替えなくてはいけないなどと言って地震後に複
数の業者が訪問してきている。便乗商法に注意
するようにとの警告チラシの回覧が警察からも
届いているが、高齢で屋根に上がって状況を見
ることもできない。
＜事例②＞「震災で不具合が発生していないか
点検して回っている。不具合の補修工事をする
と行政から補助金が出る」と工事契約を勧める
業者がいるが、補助金は本当にでるのか。
＜事例③＞被災地の一部でクレジットカードの
ショッピング枠の現金化の勧誘と思われるビラ
等が配布されている。簡単にお金が手に入りそ
うなので利用したいが問題はないのか。

⑵震災に便乗した悪質商法
＜事例④＞パソコンで震災関連のブログを閲覧

震災関連の相談あれこれ
＜㈳全国消費生活相談員協会　消費生活専門相談員　吉川萬里子＞
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消費生活相談の現場から

していた。原子力発電に関するサイトにリンク
が張られていたのでクリックしたらアダルトサ
イトに接続してしまい登録料を請求された。
＜事例⑤＞「味噌には体内に入った放射能物質
を吸着し、体外に排出する物質が含まれており、
そのために放射能の害から人体を守る、と言わ
れている」といった医師の話を載せたチラシを
もって、「手作り味噌の味を見てほしい」と自
宅を訪問してきた販売員に「要らないとむげに
断ることもできずに、放射能汚染を防ぐことが
できるのなら」と、６キロの味噌を18900円で
購入した。味噌と放射能の関係も信じられない
し、価格も高いのでクーリングオフできないか。
＜事例⑥＞水道水の供給元の水ガメが放射能で
汚染さているとか、水を入れる容器のふたの生
産が追い付かないのでペットボトル入りの水が
スーパー等の店頭から一時的に姿を消した時
に、タイミングよく「震災の影響で水の入手が
困難な状況になった皆様のお力になりたく安
心・安全なお水が有ります」とのＦＡＸが届い
た。通常の水に比べて高いなと思いつつ代金を
振り込んだが商品が届かない。

⑶その他
＜事例⑦＞海外旅行の参加申し込みを今年1月
にしていた。ただ、このような時に海外旅行に
行く気がしない。旅行会社にキャンセルを申し
入れたが、キャンセル料を請求された。非常事
態なのに納得いかない。
＜事例⑧＞「被災地の高校の同窓会で義捐金を
集めている、義捐金を振り込んでほしい」と振
り込み詐欺ではないかと思われる電話がかかっ
てきた。
＜事例⑨＞放射能に汚染された農産品が出荷さ
れていたというニュースがあった。安全基準値
をはっきりさせて欲しいし、違反業者は厳しく

罰してほしい。

２．震災関連相談窓口
＜事例③＞は被災者への心ない広告です。クレ
ジットカードのショッピング枠の現金化とは
カードのショッピング枠で買わせた商品等を業
者が買い取ることで現金が支払われるというや
り方です。これはクレジットカード会員規約に
違反する行為です。手元に現金が多少なりとも
入れば、その場はしのげます。しかし、結局、買っ
た商品の支払いがのしかかり債務を増大させて
しまいます。「被災者生活再建支援法」による“被
災者生活再建支援制度” や「災害弔慰金の支給
等に関する法律」による “災害弔慰金、災害障
害見舞金” の支給制度、“災害援護資金” の貸
付制度などがあります。カードの現金化を考え
る前に、こうした制度を利用されることをすす
めます。
＜事例⑤＞は契約後８日以内であればクーリン
グオフできます。医師の話(味噌が放射能の害
から人体を守る)として、不実とも思われる情
報がのったチラシを渡して購入を促していま
す。クーリングオフ期間経過後でも不正確な内
容を告げられてした契約として取り消しも可能
でしょう。
＜事例⑦＞は相談者の気持ちは理解できます
が、旅行先が被災地ということではなく、旅行
に行けるのですから、解約料を請求されるのは
不当とはいえません。
　震災に関連する相談は各地の自治体の消費生
活センターで受けています。全国共通の電話番
号は消費者ホットライン0570－0

守ろうよ

6 4－3
みんなを！

7 0。特
に被災地岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方
は（県外に避難されている方も）国民生活セン
ターが実施している「震災に関連する悪質商法
110番」0120－214－888にご相談ください。
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ほっと　ブレイク

いっつもかあさん、ときどきライター
　

娘
の
小
学
校
卒
業
を
記
念
し

て
飼
い
始
め
た
シ
ー
ズ
ー
の
ミ

ミ
。
生
後
半
年
、
す
べ
て
が
か

わ
い
か
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
時
代
を

過
ぎ
、「
こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な

か
っ
た
」
と
い
う
事
態
が
次
々

に
起
き
て
い
る
。

　

と
に
か
く
何
か
食
べ
た
い
。

台
所
に
立
っ
て
い
る
と
音
も
な

く
忍
び
寄
り
、
床
の
お
こ
ぼ
れ

を
拾
お
う
と
目
を
光
ら
せ
て
い

る
し
、
私
が
仕
事
机
に
向
か
い

つ
つ
、
ク
ッ
キ
ー
を
か
じ
る
ポ

リ
ッ
と
い
う
音
が
す
る
と
、
疾

風
の
よ
う
に
飛
ん
で
く
る
。
家

事
も
仕
事
も
お
手
上
げ
状
態
。

ペ
ッ
ト
店
の
店
員
さ
ん
に
よ
る

と
「
シ
ー
ズ
ー
は
プ
ラ
イ
ド
が

高
い
」
そ
う
だ
が
、
食
欲
の
前

に
は
プ
ラ
イ
ド
を
か
な
ぐ
り
捨

て
た
行
動
の
数
々
に
、
血
統
書

な
る
も
の
も
怪
し
く
思
え
て
く

る
。

　

あ
ま
り
に
う
る
さ
い
の
で
、

パ
ン
の
か
け
ら
や
野
菜
の
煮
物

な
ど
を
や
っ
て
い
た
の
だ
が
、

こ
れ
を
聞
い
た
私
の
妹
が
激

怒
。
妹
は
要
介
護
犬
の
医
療
費

に
給
料
の
ほ
と
ん
ど
を
つ
ぎ
こ

ん
で
お
り
、「
人
間
の
食
べ
物

は
絶
対
あ
か
ん
っ
て
‼
う
ち
の

ナ
ミ
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
な
っ
た

ら
ど
う
す
ん
の
‼
」
と
厳
命
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
室
内
で
大
型

犬
２
頭
を
飼
っ
て
い
る
と
い
う

強
者
・
業
界
紙
の
編
集
者
Ｓ
さ

ん
も
「
あ
～
佐
藤
さ
ん
、
そ
れ

は
ダ
メ
ダ
メ
ダ
メ
ダ
メ
！
」
と

激
し
く
ダ
メ
出
し
。
原
稿
に
直

し
を
入
れ
た
い
時
は
遠
慮
が
ち

に
言
葉
を
選
ぶ
Ｓ
さ
ん
と
は
思

え
ぬ
勢
い
に
、
他
人
の
犬
に
こ

こ
ま
で
熱
く
な
れ
る
「
犬
フ

リ
ー
ク
（
熱
狂
的
な
マ
ニ
ア
）」

た
ち
に
、
感
謝
す
る
や
ら
あ
き

れ
る
や
ら
。

　

毎
日
の
散
歩
で
も
激
し
い
攻

防
が
展
開
さ
れ
る
。
農
道
の
草

む
ら
を
分
け
入
っ
て
ぐ
ん
ぐ
ん

進
み
、
に
お
い
を
嗅
ぎ
ま
わ
る

ミ
ミ
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
見
て
い

た
の
だ
が
、
帰
宅
す
る
と
、
全

身
か
ら
他
の
犬
の
お
し
っ
こ
臭

が
！
有
無
を
言
わ
さ
ず
風
呂
場

へ
直
行
、
以
来
、
草
む
ら
は
鬼

門
と
な
り
、
そ
ち
ら
へ
行
こ
う

と
す
る
と
リ
ー
ド
を
引
っ
張
っ

て
引
き
止
め
て
い
る
。
地
べ
た

に
爪
を
立
て
、
顔
だ
け
き
っ
と

上
げ
、
身
を
伏
せ
て
抗
議
し
て

い
る
姿
は
ま
さ
に
「
ダ
イ
・
イ

ン
」。

　

そ
ん
な
と
こ
ろ
で
無
駄
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
、
最
後
に

は
全
身
脱
力
し
て
、
こ
れ
ま
た

路
上
に
転
が
り
、
足
で

耳
の
後
ろ
を
か
い
た
り

し
て
く
つ
ろ
い
で
い

る
。
通
り
が
か
り
の
人

に
「
あ
ら
～
お
う
ち

じ
ゃ
な
い
の
よ
～
」
な

ど
と
笑
わ
れ
、
仕
方
な

く
抱
い
て
戻
る
。
こ
の

勝
負
は
私
の
負
け
か
。

　

子
ど
も
た
ち
が
帰
宅
し
て
、

や
っ
と
お
世
話
係
か
ら
解
放
と

思
い
き
や
、
階
段
下
で
ギ
ャ
ン

ギ
ャ
ン
ほ
え
て
い
る
の
で
、
何

事
か
と
思
え
ば
長
男
が
頭
を
下

に
し
て
階
段
に
長
々
と
這
い
つ

く
ば
り
（
驚
愕
）、「
シ
ャ
ー

‼
」
と
ミ
ミ
を
威
嚇
し
て
い
る

で
は
な
い
か
。「
蛇
と
マ
ン
グ
ー

ス
ご
っ
こ
し
て
ん
ね
ん
」
と
語

る
息
子
、
こ
れ
で
高
校
２
年
生

で
あ
る
…
。

　

あ
ぁ
、今
、気
が
付
い
た
。「
生

衛
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
の
貴
重
な

ペ
ー
ジ
に
、
２
号
続
け
て
ミ
ミ

の
こ
と
を
書
き
連
ね
て
い
る
私

も
、
立
派
な
「
犬
フ
リ
ー
ク
」

の
よ
う
だ
。

（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

佐
藤　

カ
ヲ
ル
）

続
・
毎
日
が
戦
い

　
　ミ
ミ
と
の
生
活

農道でダイ・イン中のミミ、この
後勢い余って田んぼに転落
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H23.5.1 現在

都道府県生活衛生営業指導センター一覧

株式会社太陽美術
〒135-0024
東京都江東区清澄 2− 7− 11

株式会社ダイワサービス
〒550-0011
大阪市西区阿波座 1− 5− 16　大和ビル

株式会社トーコン・システムサービス
〒113-0033
東京都文京区本郷 1− 18− 6　トーコンビル

アフラック募集代理店（特別）

株式会社ユニバーサルファミリー
〒164-0012
東京都中野区本町 4− 45− 9　ユニバーサルビル

芝サン陽印刷株式会社
〒104-0033
東京都中央区新川 1− 22− 13

社団法人日本サウナ・スパ協会
〒102-0074
東京都千代田区九段南４−８−30　アルス市ヶ谷907

菅原印刷株式会社
〒111-0051
東京都台東区蔵前 3− 15− 1

タカラベルモント株式会社
〒107-0052
東京都港区赤坂 7− 1− 19　タカラ椅子会館内

日本ハム株式会社
〒141-6014
東京都品川区大崎２−１−１
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